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2……市民意識調査結果　3～5……「地域発信！ふるさと便」
6……市美術展覧会審査結果、名張保護司会便り　
7……かがやきフェスタ　8……11月の相談、健康エブリデー

ルールを守る。安心 ･ 安全な生活を守る。

空き地の枯れ草を刈り取って！ 野焼きは禁止です！

　ごみ ( 廃棄物）などの野焼きは、法律で原則禁止
されています。ごみなどを野外で燃やすことにより発生する煙や
悪臭は、近隣に住む人に大変な迷惑をかけます。また、有害物質
（ダイオキシンなど）が発生する場合もあり、健康への影響が心配
されますので、絶対やめてください。
※農林業でやむを得ない場合や風俗習慣上の行事などは焼却可

　空き地の所有者や管理者は、火災予防上必要な措
置として、枯れ草などを刈取り除去をするよう条例で定められて
います。秋から冬にかけて空気が乾燥する季節は、たばこの投げ
捨てや火遊びで、枯れ草はすぐ燃え広がります。
　草をそのまま放置しておくと危険です。早い時期に刈り取って
除去をしてください。
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少子高齢化により人口が減少していくと
空き家が増えていくと考えられます ―


